
就労状況報告
（電子データ）※

※就労実績報告作成ツール

（注）CCUSを活用するためには元請及
び自社の上位次数の下請が登録を行う
ことが必要

履行確認の結果、建退共の受託事務に関して元請が著しく不適切な処理を行っていることを公共発注機関が把握した場合、
適宜指導を行うとともに、必要に応じて、許可行政庁に通知し、許可行政庁において指導・助言・勧告等の措置を講じる

令和３年４月以降に発注される公共工事から本格実施

公共発注機関

自社の労働者
（CCUS活用）
自社の労働者
（CCUS活用）

就労状況報告
（電子データ）

【契約段階】
掛金収納書を提出（注１）

（購入額の根拠を記載）

【工事完成時】
掛金充当実績総括表の提示等による確認

勤労者退職金
共済機構

労働者に直接、掛金を
退職金ポイントで充当
(証紙貼付は不要)

２次下請以下

雇用主が就労実績ツールに就労状況を手入力

自社の労働者

自社の労働者

掛金の財源を積算で反映

就労状況報告
（電子データ）

雇用主が就労実績ツールに就労状況を手入力雇用主がCCUSからCSVファイルデータを取り出し、
就労実績ツールに取込

➡元請及び雇用主に
掛金充当書を通知（電子）

元請は、工事ごとに、証紙貼付方式か電子申請方式かを選択（下請も同じ方式によるよう指導等）
➡公共発注機関は、契約時に提出される書類の種類で元請の選択を確認

退職金ポイントを
一括事前購入

就労状況報告
（電子データ）

１次下請

（注１）元請＊がCCUS現場登録、カードリーダー設置等の状況を掛金収納書に記載し、提出時に公共発注者が確認

（注２）当面は、技能者に占めるＣＣＵＳ登録技能者の割合が１／２を上回ることを目安とする

１次下請

（＊）CCUS登録事業者である場合は、官民申合せの趣旨に則り、
カードリーダーの設置等の就業履歴が蓄積可能な環境整備に留意

建退共電子申請専用サイト 元請

２次下請以下

就労状況報告
（電子データ）

就労状況報告
（電子データ）

電子申請方式とＣＣＵＳ連携（公共工事の場合）



元請事業者による報告等

掛金収納書の提出

就労状況報告（電子データ）による申請 （毎月）

掛金充当実績総括表による報告

発注機関の対応

○元請は、下請からの加入労働者数報告書を踏まえ、適切に算定した数量の退職金
ポイントを購入 （機構の電子申請専用サイト） ※

○電子申請専用サイトで発行される掛金収納書を、工事契約締結後40日以内に発注
機関に提出。その際、退職金ポイントの算定根拠が明記されていることを確認

○元請がＣＣＵＳ現場登録、カードリーダー設置等を掛金収納書の所定欄に記載※※

○下請は、毎月、元請や上位事業者に、被共済者の就労人数と就労状況を電子データ

で報告。元請はこれを受けて毎月、建退共に退職金ポイントの充当を申請

※ 下請はＣＣＵＳに蓄積された就業履歴を就労実績報告作成ツールに取り込む方法により作成する
（当分の間、手入力による直接入力も可能とする）

※ 充当に必要な退職金ポイントが不足する場合、残工期や対象労働者数等を踏まえ必要な退職金ポ
イントを追加購入し、就労状況に応じて確実に対象労働者に充当されるよう措置すること

※ 元請は、ＣＣＵＳの就業履歴蓄積数と対象労働者の就労状況報告を比較し、就労状況報告に比べて

就業履歴数が少ない場合は、当該下請に対して適切にCCUSの事後補正を行うよう指導すること

○元請は、掛金充当実績総括表を作成し、発注機関に提示

※元請は、あらかじめ、『掛金充当日数』と掛金収納書上の『購入日数』に概ね齟齬がないことを確認

し、『掛金充当日数』が『購入日数』を大幅に下回る※場合は、就労状況報告が不十分な疑いが

あるため、必要な措置を講じること （※当面、３／４を目安とする）

○掛金収納書の退職金ポイント購入額の算定根拠を確認

○元請がCCUS登録事業者である場合、現場登録・カードリーダー
設置等の対応状況に関する記載を確認 （必要に応じて適切な対
応を促す） ※※※

○掛金充当実績と掛金収納書の事前購入退職金ポイント数を照合
・ CCUS利用率が高い※場合は簡易な確認 （掛金充当実績総括表の提示

のみ） （※当面はCCUSの登録技能者の割合が１／２を上回ることを目安）

・ ＣＣＵＳ利用率が低い場合は特に注意して確認 （必要に応じ、附属書

類として掛金充当書や就労状況報告データの提示等を求める）

○ＣＣＵＳに作業員登録した労働者数等に照らし、ＣＣＵＳの就業履歴
数の労働者延べ就労日数に対する割合が特に小さい※場合、下請
への事後補正の指導状況について元請から報告を求める （※ 当面

は１／３を目安とする）

契
約
段
階

施
工
中
（
毎

月

）

工
事
完
成
時

※退職金ポイントは、充当後の過剰な余りが生じないよう必要なポイント数の購入に努め、必要に応じてポイントの
追加購入を行うこと（なお、追加購入の際には別途、掛金収納書を発注者に提出すること）

履行確認の結果、建退共の受託事務に関して元請が著しく不適切な処理を行っていることを公共発注機関が把握した場合、適宜指導を行うとともに、必要
に応じて、許可行政庁に通知し、許可行政庁において指導・助言・勧告等の措置を講じる

※※官民申合せの趣旨や官民施策パッケージにおいて令和５年度までに建退共のＣＣＵＳ
活用への完全移行が予定されていることを踏まえ、事業者登録を行っている元請は現場
登録及びカードリーダーの設置等を行うべき旨を建退共制度に位置づけ

※※※ 発注者による確認等は令和５年度からのCCUS完全移行に向けた円滑な環境整備
を図る観点から行うものであることに留意

【公共工事における適正履行確保（元請・発注機関の対応）】 電子申請方式の場合



元請がCCUS登録事業者である場合※、

現場登録及びカードリーダーの設置等
の対応状況に関する記載を確認 （必要
に応じて※※適切な対応を促す）

※（参考）欄の『共済契約者である元請負人の
建設キャリアアップシステムの事業者登録の
有無』を確認

※※ 例えば元請事業者が、下請負人の中で
ＣＣＵＳを利用し得る技能者がないことを疎明
した場合にはカードリーダーの設置等を行わ
ないことができる

元請による報告様式 発注機関の確認のポイント

（参考） 料金改定後の利用促進に関する申合せ（運営
協議会総会申合せ）（令和２年９月８日）

「登録事業者は、各現場へのカードリーダーの設置（中
略）など、必ず建設技能者が就業履歴を確実に蓄積で
きる措置を講じるものとし、（中略）各団体はこれを徹底
する（以下略）。」

退職金ポイントの購入が１～４のいずれ
の選択肢によるかを確認

※カードリーダーを設置する場合のほか、既存民間システムとCCUSの
連携（API連携）が元請により措置され、カードリーダー以外の方法に
より就業履歴の蓄積が可能な場合、「有」を選択

元請は１～４の選択肢に基づき退職金ポイントを購入

当該工事における退職金ポイント購入の考え方（該当する□に✓をチェックして下さい）

※ペイジー納付について、ＡＴＭでの払込限度額が10万円であるため、
掛金収納書が複数枚提出される場合がある。
この場合、「4.その他」が選択され、算式が記載されることとなる。

（参考）「入札契約適正化の取組状況」
［電子申請方式］ 掛金収納額等の報告 （契約後40日以内）



建設業退職金共済制度掛金充当実績総括表 
 

   年   月   日

発注者 
                               殿 

受注者 
                            住所 
 
                            名称                           

共済契約者番号 

                                                                 

建設キャリアアップシステム事業者 ID 

                                                                

工事番号および工事名  

                                                                       

建設キャリアアップシステム現場 ID 

                                                                      

工事期間 

                年    月    日    ～    年    月    日                 

上記工事に係る建設業退職金共済制度の掛金充当実績について、以下のとおり報告します。 

(１) 工事全体 

労働者延べ就労日数                                人日 

本工事に従事した事業者数（元請を含む）                           者 

本工事に従事した労働者数                                     人      

(２)建退共対象労働者 

建退共対象労働者延べ就労日数（掛金充当日数）                                  人日 

    採用した方式 

□ 電子申請方式  □  証紙貼付方式 

 ・事業者数（元請を含む）                     者           

 ・対象労働者数                           人 

（参考：工事全体の数を記入すること） 

・建設キャリアアップシステムによる就業履歴数               人日 

・建設キャリアアップシステムの施工体制を登録した事業者数               者 

・建設キャリアアップシステムの作業員登録を行った労働者数                   人 

確認の視点：当該工事におけるCCUSの利用状況を確認

・ＣＣＵＳ利用状況が高い※場合は、総括表による簡易な方法に
よる確認のみ

・ＣＣＵＳ利用状況が低い場合は、発注機関は特に注意して確認

（必要に応じて、附属書類として下請の就労状況報告書や掛金
充当書等の提示を求める）

※当面は、『本工事に従事する労働者数』（②）に占める『建設キャリアアップシス
テムの作業員登録を行った労働者数』（③）が１／２を上回ることを目安とする

『掛金充当日数』(①)と掛金収納書の『購入日数』を照合し、
概ね齟齬がないことを確認

・ 『掛金充当日数』が『購入日数』を大幅に下回る場合は（当面、３／４
を目安）、必要に応じて元請に附属書類（下請の就労状況報告書や
掛金充当書等）の提示を求め、対応について聴取

※なお、 『掛金充当日数』が『購入日数』を上回る場合、総括表の記載
が不適切な疑いがあるため、記載の訂正を指示

『労働者延べ就労日数』に対する『建設キャリアアップシステム

による就業履歴数』の割合（⑤／④）が特に小さい場合（当面は

１／３を目安）、下請事業者に対するＣＣＵＳ事後補正の指導の

実施状況について元請から報告を求める

※『本工事に従事した労働者数』に占める『建設キャリアアップシス

テムの作業員登録を行った労働者数』の割合（③／②）に照らし

て補正が不要と判断される場合があることに留意

元請による報告様式 発注機関の確認のポイント

②

③

①

④

⑤

（参考）「入札契約適正化の取組状況」
［電子申請方式］ 工事完成時における掛金充当実績総括表による報告



元請事業者 発注機関

①
就労状況報告
が適切である
場合

• 退職金ポイント購入段階の算定が的確でなかったこと
等が原因と考えられるため、特段の対応不要

※算定の的確性について、以降受注する工事における算定に
当たっての参考として、的確な算定に努める

※乖離が著しい場合等において、その原因が元請事業者
にあると認められるときは、必要に応じ、購入時の算定
に係る注意を促す

②
就労状況報告
が適切でない
場合

• 下請に対して、就労状況報告を是正させ、元請は、
掛金充当に必要となる退職金ポイントを追加購入
するなどして、不足分の掛金を事後的に充当

• 元請による対応が不適切な場合は、対応を促す※

※掛金納付に係る経費が積算に反映されており、掛金充当の
徹底（適正履行確保）の重要性に鑑み、指導

※②の場合において、元請による著しく不適切な処理について公共発注機関が指導を行っても、改善が見られず、同種の事案が繰り返される
場合等は、許可行政庁に通知し、許可行政庁において建設業法第41条に基づく指導・助言・勧告等の措置を講じる

掛金充当実績総括表の『掛金充当日数』が掛金収納書の『購入日数』を大幅に下回る場合 （購入日数＞掛金充当日数）

○ 就労状況報告が不適切な疑いがあるため、元請事業者は、就労状況報告が適切であるか確認し、以下に応じて対応

掛金充当実績総括表の『掛金充当日数』が掛金収納書の『購入日数』を上回る場合 （購入日数＜掛金充当日数）

○ 掛金充当が退職金ポイントの購入日数を超えている場合は、元請事業者において記載を修正

※もし、追加購入した退職金ポイントに係る掛金収納書が未提出であった場合は、元請事業者は未提出の掛金収納書を発注機関に提出

（参考）「入札契約適正化の取組状況」
【電子申請方式】充当実績総括表と掛金収納書に齟齬がある場合の対応



CCUS登録技能者の
有無の確認

建退共対象
労働者数の確認

○ 建設業法施行規則等の改正に伴い、作業員に関する情報を公共発注機関に対して提出（変更の際も同様）することが必要
○ ＣＣＵＳ登録情報や建退共情報が記載されている作業員名簿が使用される場合は、掛金充当実績総括表の確認に当たって適宜参照することが可能

（参考）「入札契約適正化の取組状況」
［電子申請方式］ 作業員名簿の活用 （電子申請方式・証紙貼付方式共通）



就労実績の集計時の
CCUS活用の有無を
記載

技能者ごとのCCUS
登録の有無を記載

下請は、毎月、元請や上位下請に、被共済者の就労人数と就労状況を電子データで報告
➜ 元請はこれらを踏まえて毎月、建退共に対して退職金ポイントの充当を申請
➜ 建退共から元請及び雇用主に対して、被共済者の掛金充当状況を通知

（参考）「入札契約適正化の取組状況」 ［電子申請方式］ 就労状況報告書・掛金充当書



履行確認の結果、建退共の受託事務に関して元請が著しく不適切な処理を行っていることを公共発注機関が把握した場合、
適宜指導を行うとともに、必要に応じて、許可行政庁に通知し、許可行政庁において指導・助言・勧告等の措置を講じる

令和３年４月以降に発注される公共工事から見直し

自社の労働者

自社の労働者

勤労者退職金
共済機構

１次下請

証紙を一括事前購入

就労状況報告 報告チェックと証紙交付

証紙貼付

証紙貼付

公共発注機関

報告チェックと証紙交付

【契約時】
掛金収納書提出用台紙を提出
(購入額の根拠を記載)＜様式変更＞（注）

【工事完成時】
掛金充当実績総括表を提示
(公共発注機関の求めに応じ、就労状況報告書、
工事別共済証紙受払簿等も提示）＜新規＞

掛金の財源を積算で反映

就労状況報告

元請

２次下請以下

（注）元請＊がCCUS現場登録、カードリーダー設置等の状況を掛金収納書提出用台紙に記載し、提出時に公共発注者が確認
（※） CCUSのカードタッチを忘れた等の場合、翌月末までであれば事後的に就業履歴（カードタッチ）を補正することが可能

（＊）CCUS登録事業者である場合は、官民申合せの趣旨に則り、
カードリーダーの設置等の就業履歴が蓄積可能な環境整備に留意

元請は、工事ごとに、証紙貼付方式か電子申請方式かを選択（下請も同じ方式によるよう指導等）
➡公共発注機関は、契約時に提出される書類の種類で元請の選択した納付方式を確認

（参考）「入札契約適正化の取組状況」
②証紙貼付方式の概要



元請事業者による報告等

掛金収納書の提出

就労状況報告（書面）による申請（毎月）

掛金充当実績総括表による報告

発注機関の対応

○元請は、下請事業者からの加入労働者数報告書を踏まえ、合理的な方法により
算定した日数の証紙を金融機関窓口で共済証紙を購入※

○掛金収納書を台紙に貼付し、工事契約締結後１ヶ月以内に発注機関に提出。その
際、証紙購入日数の算定根拠が明記されていることを確認

○元請がＣＣＵＳ現場登録、カードリーダー設置等を掛金収納書提出用台紙の
所定欄に記載※※

○下請は、毎月、元請や上位事業者に、被共済者の就労人数と就労状況を就労状
況報告書により報告。元請はこれらを踏まえ、毎月、下請に対して証紙の必要日
数を交付。原則として、これらを工事別共済証紙受払簿に記録

※ 充当に必要な共済証紙が不足するに至った場合は、残工期や対象労働者数等を踏まえ必要
な証紙を計算して追加購入の上、 就労状況に応じて確実に対象労働者に証紙が交付される
よう措置

※ 元請は、ＣＣＵＳの就業履歴数と技能者の就労状況報告を比較し、就労状況報告に比べて就
業履歴数が少ない場合、当該下請に対して適切にCCUSの事後補正を行うよう指導すること

○元請は、掛金充当実績総括表を作成し、発注機関に提示

※元請は、あらかじめ、『掛金充当日数』と掛金収納書上の『証紙購入日数』に概ね齟齬がないこ

とを確認し、『掛金充当日数』が『証紙購入日数』を大幅に下回る※場合は、就労状況報告が不

十分な疑いがあるため、必要な措置を講じること （※当面、３／４を目安とする）

○掛金収納書台紙の証紙購入日数の算定根拠を確認

○元請がCCUS登録事業者である場合、現場登録・カードリーダー設
置等の対応状況に関する記載を確認 （必要に応じて適切な対応
を促す）※※※

○掛金充当実績と掛金収納書の証紙購入日数を照合。必要に応じて、
附属書類として就労状況報告書や工事別共済証紙受払簿等の
提示を求め、特に注意して確認

○ＣＣＵＳに作業員登録した労働者数等に照らし、ＣＣＵＳの就業履歴
数の労働者延べ就労日数に対する割合が特に小さい※場合、下請
への事後補正の指導状況について元請から報告を求める
（※ 当面は１／３を目安とする）

契
約
段
階

施
工
中
（
毎

月
）

工
事
完
成
時

履行確認の結果、建退共の受託事務に関して元請が著しく不適切な処理を行っていることを公共発注機関が把握した場合、適宜指導を行うと
ともに、必要に応じて、許可行政庁に通知し、許可行政庁において指導・助言・勧告等の措置を講じる

※共済証紙は、交付後の過剰な余りが生じないよう必要な日数の購入に努め、必要に応じて共済証紙の追加購入
を行うこと （なお、追加購入の際には別途、掛金収納書を発注者に提出すること）

※※官民申合せの趣旨や官民施策パッケージにおいて令和５年度までに建退共のＣＣＵＳ

活用への完全移行が予定されていることを踏まえ、事業者登録を行っている元請は現場登
録及びカードリーダーの設置等を行うべき旨を建退共制度に位置づけ

※※※ 発注者による確認等は令和５年度からのCCUS完全移行に向けた円滑な環境整備
を図る観点から行うものであることに留意

【公共工事における適正履行確保 （元請・発注機関の対応）】 証紙貼付方式の場合



元請による報告様式 発注機関の確認のポイント

元請は１～４の選択肢に基づいて、
証紙を購入

証紙の購入が左の１～４の選択肢に基づいて
いることを確認

※カードリーダーを設置する場合のほか、既存民間
システムとCCUSの連携（API連携）が元請により措置され、
カードリーダー以外の方法により就業履歴の蓄積が可能な
場合、「有」を選択

（参考） 料金改定後の利用促進に関する申合せ（運営協
議会総会申合せ）（令和２年９月８日）

「登録事業者は、各現場へのカードリーダーの設置（中
略）など、必ず建設技能者が就業履歴を確実に蓄積できる
措置を講じるものとし、（中略）各団体はこれを徹底する
（以下略）。」

元請がCCUS登録事業者である場合※、現

場登録及びカードリーダーの設置等の対応
状況に関する記載を確認 （必要に応じて※※

適切な対応を促す）

※（参考）欄の『共済契約者である元請負人の建設
キャリアアップシステムの事業者登録の有無』を
確認

※※ 例えば元請事業者が、下請負人の中でＣＣＵ
Ｓを利用し得る技能者がないことを疎明した場合
にはカードリーダーの設置等を行わないことがで
きる

本工事について、カードリーダーの設置等、就業履歴が蓄積可能な環境の有無 （ 有 ・ 無 ）

（参考）「入札契約適正化の取組状況」
［証紙貼付方式］ 掛金収納額等の報告 （契約後１ヶ月以内）



建設業退職金共済制度掛金充当実績総括表 
 

   年   月   日

発注者 
                               殿 

受注者 
                            住所 
 
                            名称                           

共済契約者番号 

                                                                 

建設キャリアアップシステム事業者 ID 

                                                                

工事番号および工事名  

                                                                       

建設キャリアアップシステム現場 ID 

                                                                      

工事期間 

                年    月    日    ～    年    月    日                 

上記工事に係る建設業退職金共済制度の掛金充当実績について、以下のとおり報告します。 

(１) 工事全体 

労働者延べ就労日数                                人日 

本工事に従事した事業者数（元請を含む）                           者 

本工事に従事した労働者数                                     人      

(２)建退共対象労働者 

建退共対象労働者延べ就労日数（掛金充当日数）                                  人日 

    採用した方式 

□ 電子申請方式  □  証紙貼付方式 

 ・事業者数（元請を含む）                     者           

 ・対象労働者数                           人 

（参考：工事全体の数を記入すること） 

・建設キャリアアップシステムによる就業履歴数               人日 

・建設キャリアアップシステムの施工体制を登録した事業者数               者 

・建設キャリアアップシステムの作業員登録を行った労働者数                   人 

『労働者延べ就労日数』に対する『建設キャリアアップシステム

による就業履歴数』の割合（⑤／④）が特に小さい場合（当面は

１／３を目安）、下請事業者に対するＣＣＵＳ事後補正の指導の

実施状況について元請から報告を求める

※『本工事に従事した労働者数』に占める『建設キャリアアップシス

テムの作業員登録を行った労働者数』の割合（③／②）に照らし

て補正が不要と判断される場合があることに留意

元請による報告様式 発注機関の確認のポイント

②

③

①

④

⑤

『掛金充当日数』と 掛金収納書の『証紙購入日数』を照合し、
概ね齟齬がないことを確認

・『掛金充当日数』が『証紙購入日数』を大幅に下回る場合は

（当面、３／４を目安）、附属書類（下請の就労状況報告書等）
を踏まえ、対応について聴取※※

※ 『掛金充当日数』が『証紙購入日数』を上回る場合、総括表の記載が不
適切である疑いがあるため、記載の訂正を指示

※※ 加えて、『建退共対象労働者延べ就労日数（掛金充当日数）』と工事
別共済証紙受払簿における『貼付人員』（工事期間内の合計）とが一致す
ることを適宜確認すること。

また、『建退共対象労働者数』や『工事期間』等に比して、『建退共対象
労働者延べ就労日数（掛金充当日数）』が著しく少ない場合は、掛金充当
が不足している可能性があることに留意すること

（参考）「入札契約適正化の取組状況」
［証紙貼付方式］ 工事完成時における掛金充当実績総括表による報告



元請事業者 発注機関

①
就労状況報告
が適切である
場合

• 証紙購入段階の算定が的確でなかったこと等が原因
と考えられるため、特段の対応不要

※算定の的確性について、以降受注する工事における算定に
当たっての参考として、的確な算定に努める

※乖離が著しい場合等において、その原因が元請事業者
にあると認められるときは、必要に応じ、購入時の算定
に係る注意を促す

②
就労状況報告
が適切でない
場合

• 下請に対して、就労状況報告を是正させ、元請は、
掛金充当に必要となる証紙を追加購入するなどして、
不足分の証紙を事後的に対象労働者に交付

• 元請による対応が不適切な場合は、対応を促す※

※掛金納付に係る経費が積算に反映されており、掛金充当の
徹底（適正履行確保）の重要性に鑑み、指導

※②の場合において、元請による著しく不適切な処理について公共発注機関が指導を行っても、改善が見られず、同種の事案が繰り返される
場合等は、許可行政庁に通知し、許可行政庁において建設業法第41条に基づく指導・助言・勧告等の措置を講じる

掛金充当実績総括表の『掛金充当日数』が掛金収納書の『証紙購入日数』を大幅に下回る場合（購入日数＞掛金充当日数）

○ 就労状況報告が不適切な疑いがあるため、元請事業者は、就労状況報告が適切であるか確認し、以下に応じて対応

掛金充当実績総括表の『掛金充当日数』が掛金収納書の『証紙購入日数』を上回る場合（購入日数＜掛金充当日数）

○ 元請事業者において記載を修正

※もし、追加購入した証紙に係る掛金収納書が未提出であった場合は、元請事業者は未提出の掛金収納書を発注機関に提出

（参考）「入札契約適正化の取組状況」
【証紙貼付方式】充当実績総括表と掛金収納書に齟齬がある場合の対応



CCUS登録技能者の
有無の確認

建退共対象
労働者数の確認

○ 建設業法施行規則等の改正に伴い、作業員に関する情報を公共発注機関に対して提出（変更の際も同様）することが必要
○ ＣＣＵＳ登録情報や建退共情報が記載されている作業員名簿が使用される場合は、掛金充当実績総括表の確認に当たって適宜参照することが可能

（参考）「入札契約適正化の取組状況」
［証紙貼付方式］ 作業員名簿の活用 （電子申請方式・証紙貼付方式共通） ［再掲］



就労実績の集計段階における
CCUS活用の有無を記載

技能者ごとのCCUS登録の有無を記載

下請は、毎月、元請や上位下請に、被共済者の就労人数と就労状況を就労状況報告書により報告
➜ 元請はこれらを踏まえて毎月、下請に対して証紙の必要日数を交付。 これらを工事別共済証紙受払簿に記録

（参考）「入札契約適正化の取組状況」
［証紙貼付方式］ 就労状況報告書・工事別共済証紙受払簿


